
仕 様 書

１ 業務名

期日前投票所の労働者派遣業務（参議院議員通常選挙）

２ 業務場所及び期間

①場 所 天理市役所１階 市民ホール（天理市川原城町６０５番地）

期 間 【別紙１】のとおり

勤務時間 【別紙１】のとおり

②場 所 天理駅南団体待合所 （天理市川原城町８１６番地）

期 間 【別紙１】のとおり

勤務時間 【別紙１】のとおり

※事前研修を実施（時期等は未定）。派遣者は全員参加のこと。

３ 業務内容

（１）業務概要

①期日前投票所受付等業務

ア．来所者への期日前投票案内（書類記載案内及び場内整理など）

イ．投票補助（車椅子介助、誘導、代理投票補助など）

ウ．投票受付

エ．選挙人名簿対照

オ．投票用紙の管理、残票のチェック

カ．投票用紙の交付（枚数管理含む）

キ．期日前投票宣誓書の管理

ク．投票者数、投票用紙交付枚数及び期日前投票宣誓書のチェック及び集計

ケ．投票箱等の運搬

コ．その他軽作業

②責任者特有の業務

ア．派遣者の管理（業務配置及び勤務日ローテーションなど）

イ．その他運営にあたり選挙管理委員会事務局が指示する業務

（２）勤務シフト

【別紙１】のとおり

※選挙期日の変更又は天災等により当該業務期間等に変更があった場合は、

選挙管理委員会事務局の指示に従うこと。

（３）交通費



自動車（市役所内及び天理駅南団体待合所に派遣労働者用の駐車場無し）や

公共交通機関を利用し業務場所へ通勤する場合に要する費用は派遣元が負担す

ること。ただし、自転車や原動機付自転車、自動二輪で通勤する場合は、市役

所内の職員用駐輪場の無償使用を認めるものとする。

４ 派遣者の要件

１．接遇に優れ、個人情報等の守秘義務（業務終了後も含む）の遵守を行うこと

ができる者であること。

２．選挙事務であることを理解し、適正かつ効率的な事務の執行ができる者であ

ること。

３．選挙人及び市民に対し、疑念を抱かせることのないよう、態度や言葉遣い、

服装等に注意し、誠意をもって丁寧に対応できる者であること。

４．簡単なパソコン操作ができる者（エクセル・ワードの入力程度）であること。

５ 留意事項

１．受託者は、関係法令等を遵守し、誠意をもって業務を遂行すること。

２．受託者は、労働災害保険に加入すること。

３．ジョブローテーションは、選挙管理委員会事務局と調整のうえ派遣元事業者

にて行うこと。

４．派遣社員は、勤務に先立ち、【別紙２】の誓約書を提出しなければならない。

５．派遣者は、勤務時間中は私語厳禁、私用での携帯電話を使用しないこと。

６．派遣者は、政治的中立性を疑われることのないよう言動に特に注意すること。

７．受託者は、遅刻及び欠勤等に備え、事前に代替要員を確保するよう努めると

ともに、選挙管理委員会事務局と調整を行うこと。代替要員は、本市の事前研

修を受けている者とする。

８．派遣者が服務遵守事項を守らなかったとき及び勤務成績が不良と認められる

事実が確認されたときは、派遣元事業者は速やかに交替要請に応じなければな

らない。

９．投票に干渉するなどした場合、公職選挙法令上の罰則の適用があることを周

知徹底しておくこと。

10．当該業務は選挙権に係る業務であり、業務上生じたミスによっては選挙無効
等訴訟要因になることもあるため、投票用紙の取り扱い等選挙の根幹に関する

部分には、特に十分に注意をはらうこと。

11．業務上知り得た情報は絶対に他に漏らしてはならない。守秘義務については
万全を期して業務に従事すること。

12．派遣者の故意又は重大な過失により、選挙無効等訴訟が提起された場合、訴



訟費用及び損害の賠償は受託者及び派遣者が負う旨、契約条項に入れるものと

する。

13．派遣者の天理市庁舎内駐車場の使用は禁止する。
また、天理駅南団体待合所についても、派遣者の駐車場は確保していない。

14．業務の遂行過程において疑義が生じた場合、又はこの仕様に定めのない事項
については、双方協議の上、定めるものとする。



（備考）
・日程及び人数は変動する可能性がある。
・派遣者の内訳 

7月4日から7月6日    案内係（宣誓書記載案内を含む）1名、受付係1名、名簿対照係1名、投票用紙交付係2名
7月7日から7月11日 案内係（宣誓書記載案内を含む）1名、受付係1名、名簿対照係2名、投票用紙交付係2名
7月12日から7月15日 案内係（宣誓書記載案内を含む）2名、受付係1名、名簿対照係2名、投票用紙交付係2名
7月16日・7月17日 案内係（宣誓書記載案内を含む）3名、受付係1名、名簿対照係2名、投票用紙交付係2名

案内係（宣誓書記載案内を含む）4名、受付係1名、名簿対照係2名、投票用紙交付係2名
案内係（宣誓書記載案内を含む）5名、受付係1名、名簿対照係2名、投票用紙交付係2名（7/19 天理駅南団体待合所については、案内係2名減）

※各日程において、案内係・受付係から前半と後半でそれぞれ２名の代理投票補助者を選任する。
・休憩時間は前半・後半で30分間とする。
・事前研修（座学+現場導線確認）を２時間実施するため、派遣者は必ず参加すること。
・派遣者の交替等ローテーションについては、受託者にて行うこと。
・期日前投票所開設時間
【天理市役所 市民ホール】8時30分から20時
【天理駅南団体待合所】8時30分から19時
※天理駅南団体待合所での期日前投票所においては、１時間程度の残務事務作業等（投票所の撤去作業等）あり

【別紙１】

前半 後半 前半 後半
8：00～14：00 14：00～20：00 8：00～14：00 14：00～20：00

曜日 人数 拘束時間 実働時間 労働時間合計 人数 拘束時間 実働時間 労働時間合計 人数 拘束時間 実働時間 労働時間合計 人数 拘束時間 実働時間 労働時間合計

事前研修 未定 2 2 2 2 2 2 2 2
公示日 令和7年7月3日 木 * * * * * * * * * * * * * * * *
期日前投票開始 令和7年7月4日 金 5 6 5.5 27.5 5 6 5.5 27.5 * * * * * * * *

令和7年7月5日 土 5 6 5.5 27.5 5 6 5.5 27.5 * * * * * * * *
令和7年7月6日 日 5 6 5.5 27.5 5 6 5.5 27.5 * * * * * * * *
令和7年7月7日 月 6 6 5.5 33 6 6 5.5 33 * * * * * * * *
令和7年7月8日 火 6 6 5.5 33 6 6 5.5 33 * * * * * * * *
令和7年7月9日 水 6 6 5.5 33 6 6 5.5 33 * * * * * * * *

令和7年7月10日 木 6 6 5.5 33 6 6 5.5 33 * * * * * * * *
令和7年7月11日 金 6 6 5.5 33 6 6 5.5 33 * * * * * * * *
令和7年7月12日 土 7 6 5.5 38.5 7 6 5.5 38.5 * * * * * * * *
令和7年7月13日 日 7 6 5.5 38.5 7 6 5.5 38.5 * * * * * * * *
令和7年7月14日 月 7 6 5.5 38.5 7 6 5.5 38.5 * * * * * * * *
令和7年7月15日 火 7 6 5.5 38.5 7 6 5.5 38.5 * * * * * * * *
令和7年7月16日 水 8 6 5.5 44 8 6 5.5 44 * * * * * * * *
令和7年7月17日 木 8 6 5.5 44 8 6 5.5 44 * * * * * * * *
令和7年7月18日 金 9 6 5.5 49.5 9 6 5.5 49.5 * * * * * * * *
令和7年7月19日 土 10 6 5.5 55 10 6 5.5 55 8 6 5.5 44 8 6 5.5 44

合計 108 96 88 594 108 96 88 594 8 6 5.5 44 8 6 5.5 44

各期日前投票所における合計労働時間 1188 88

7月18日
7月19日

令和７年７月20日執行予定 参議院議員通常選挙 期日前投票所事務従事者配置表

予 定 年 月 日

場所 天理市役所 市民ホール 天理駅南団体待合所

勤務時間



【別紙２】

（期日前投票所業務）

誓約書
（あて先）天理市選挙管理委員会委員長

私は期日前投票所の労働者派遣業務（参議院議員通常選挙）（以下、「本業務」という。）に従事するにあたり、

以下に示された諸条件を誠実に遵守して、職務に精励し、勤務期間が満了したとき及び交替要請を求められたと

きには異議のないことを誓約します。

記

１ 勤務場所 期日前投票所

①天理市役所 １階 市民ホール

②天理駅南団体待合所

２ 業務内容 期日前投票の受付等業務

３ 勤務時間 【別紙１】シフトによる。ただし、時間外勤務がある。また、天災等により当該期間に変更が

あった場合は、天理市選挙管理委員会の指示に従うこと。

４ 休憩時間 一勤務日につき勤務時間が６時間を超えるときは４５分以上、８時間を超えるときは６０分と

する。ただし、一斉付与は行わない。

５ 終 了 勤務期間中であっても、服務中守るべき事項を守らなかったとき及び勤務成績が不良と認めら

れるときは、交替要請により勤務を終了する。

６ 服務中守るべき事項

（１） 職務の遂行にあたっては、選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、全力をあげてこれに専念する

こと。

（２） 勤務時間中は、私語厳禁、私用で携帯電話を使用しないこと。

（３） 勤務時間中は、必ず職員用貸与名札等を着用すること。

（４） 勤務時間中、選挙管理委員会事務局長の許可無く所定の勤務場所を離れてはならない。

（５） 公職選挙法の各規定に違反してはならない。違反した場合は、同法により罰せられることがある。

（６） 個人情報の保護に関する法律等の関係法令及び本業務契約における取り決めを遵守すること。

（７） 職務上知り得た個人情報、機密情報等の情報を他人に漏らし、又は本業務を処理する目的の範囲を

超えて使用しないこと。また、本業務契約が終了し、又は解除された後においても同様とすること。

（８） 選挙管理委員会事務局長の承認無く文書を持ち出したり、他人に示したり、コピーを与えたりして

はならない。

（９） 全ての物品の取り扱いについて周到な注意をはらうとともに、職場の整理整頓に留意し、環境の清

潔保持に努めること。

（10） 勤務シフトの変更などを希望するときは、代替要員を派遣元事業者に確保してもらったうえ、事前

に選挙管理委員会事務局長に申し出て、その承認を受けなければならない。

令和 年 月 日

住所

氏名


